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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２４年６月７日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２３年５月１７日（火） １２時００分ごろ 

発生場所 京都府宮津市無双
むそう

ケ鼻北方沖 

 宮津市所在の宮津黒埼灯台から真方位１５５°２.２海里付近 

 （概位 北緯３５°３３.９′ 東経１３５°１６.４′） 

事故調査の経過  平成２３年６月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

モーターボート ＳＥＡＧＵＬＬ
シ ー ガ ル

－ Ⅲ
スリー

、５トン未満 

 ２５１－１６２７６京都、個人所有 

 ８.２９ｍ（Lr）×２.３５ｍ×０.６４ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、１３２.３９kＷ、平成７年８月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ８５歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５１年８月２０日 

  免許証交付日 平成２２年２月２日 

         （平成２７年６月２７日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（船長） 

 損傷 船内外機のシャフト部に亀裂 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、無双ケ鼻北方沖の

２か所に設置された定置網の間で最初に釣りを行い、その後、無双ケ鼻北

西方沖で釣りを行ったのち、無双ケ鼻東方沖の釣り場へ移動することとし

た。 

 船長は、無双ケ鼻北方沖の陸岸に寄って航行するのが初めてであった

が、右舷船首方に岩（炭屋グリと称する高さ０.３ｍの水上岩、以下「本件

岩」という。）が見えていたので、本件岩のほかには危険な岩などはないも

のと思い、約１８ノットの対地速力で手動操舵により南東進した。 

 船長は、無双ケ鼻沖で何度も釣りを行っていたが、海図を見たことがな

かったので、無双ケ鼻陸岸沿いに干出岩等の険礁があることを知らなかっ

た。 

 船長は、右舷前方の本件岩に注意を向けて航行中、平成２３年５月１７

日１２時００分ごろ、衝撃を受けて海底に乗り揚げ、これを乗り切った。 

 船長は、船尾部から浸水していたので、マリーナに救助を要請し、アン

カーを投入して排水ポンプにより排水を行っていたが、バッテリーの消耗

を抑えるために排水ポンプを停止させたところ、浸水量が増加して沈没の
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危険が生じたので、再度、排水ポンプを起動させようとしたものの、排水

ポンプが起動せず、船尾部から沈み始めた。 

 マリーナの救助艇は、沈みかけた本船に横付けし、船首付近にいた船長

及び同乗者を移乗させようとしたところ、本船が更に沈下し、船長及び同

乗者が海に投げ出された。 

 同乗者は、救助艇に引き上げられ、船長は、救助艇から渡されたロープ

をつかんでいたところ、波の影響で本船と救助艇が動揺したときに両船の

間に右手が挟まれ、開放骨折等を負った。 

 本船は、後日、引き上げられ、陸上で廃棄処分された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 ０.５ｍ、潮汐 上げ潮中央期、潮高 約３５㎝（伊根） 

 その他の事項  船長は、ふだん、釣り場を移動する際には、無双ケ鼻北方沖に設置され

た定置網寄りを航行していたので、本事故発生場所付近に接近して航行す

ることはなかった。 

 本船は、ＧＰＳプロッターを装備していたが、本事故当時、使用してい

なかった。 

 本船の喫水は、船首約０.４ｍ、船尾約０.６ｍであった。 

 船長は、救命胴衣を着用していなかった。 

 同乗者は、救命胴衣を着用していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、無双ケ鼻北西方沖を南東進中、船長

が、いつもよりも陸岸寄りを航行していたもの

の、右舷船首方に見えている本件岩のほかには危

険な岩などはないものと思い込み、ＧＰＳプロッ

ターを使用していなかったことから、無双ケ鼻北

方沖に浅所があることを知らずに航行し、同浅所

に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、無双ケ鼻北西方沖を南東進中、船長が、いつもより

も陸岸寄りを航行していたものの、右舷船首方に見えている本件岩のほか

には危険な岩などはないものと思い込み、ＧＰＳプロッターを使用してい

なかったため、無双ケ鼻北方沖に浅所があることを知らずに航行し、同浅

所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、次の

ことが考えられる。 

 ・慣れていない海域を航行する場合には、備付けのＧＰＳプロッターに

より等深線の状況を確認すること。 

 ・救命胴衣を着用すること。 

 




